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在留
ざいりゅう

資格
し か く

の手
て

続
つづ

き 

日本
に ほ ん

に在留
ざいりゅう

するときには、入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で手続き
てつづ  

が必要
ひつよう

です。外国人
がいこくじん

が、現在
げんざい

行
おこな

っている活動
かつどう

をやめて別
べつ

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

に

属
ぞく

する活動
かつどう

をする場合
ば あ い

には、在留
ざいりゅう

資格
し か く

の

変更
へんこう

の許可
き ょ か

を受
う

ける必要
ひつよう

があります（た

とえば留学生
りゅうがくせい

が日本
に ほ ん

で就 職
しゅうしょく

する場合
ば あ い

）。

また、日本
に ほ ん

に在留
ざいりゅう

する外国人
がいこくじん

が在留
ざいりゅう

期間
き か ん

満了後
まんりょうご

も引き続き
ひ   つづ  

同じ
おな  

在留
ざいりゅう

活動
かつどう

を

継続
けいぞく

しようとする場合
ば あ い

には、在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の

更新
こうしん

許可
き ょ か

を受ける
う    

必要
ひつよう

があります（たと

えば留学生
りゅうがくせい

が学業
がくぎょう

を継続
けいぞく

する場合
ば あ い

）。

再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

などの申請
しんせい

は、住所地
じゅうしょち

を管轄
かんかつ

する入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

（出 張 所
しゅっちょうじょ

）で、原則
げんそく

と

して申
しん

請人
せいにん

本人
ほんにん

が 行
おこな

います。岡山県
おかやまけん

在住
ざいじゅう

の外国人
がいこくじん

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

や出 入 国
しゅつにゅうこく

手
て

続
つづ

きに関
かん

する詳
くわ

しいことは、下記
か き

まで

問い合わせ
と  あ   

てください。 

 

■広島
ひろしま

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

 岡山
おかやま

出 張 所
しゅっちょうじょ

 

岡山市
おかやまし

北区
き た く

下石井
しもいしい

1-4-1  

岡山
おかやま

第 2
だい 

合同
ごうどう

庁舎
ちょうしゃ

11階
かい

 

TEL：086-234-3531 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

：月
げつ

曜日
よ う び

～金曜
きんよう

日
び

 

9：00～12：00、13：00～16：00 

 (祝日
しゅくじつ

、12/29～1/3 を除く
のぞ  

) 

 

 

 

在留资格手续 

在日本居住时，需要到入国管理局办理手续。

外国人停止目前的在留资格活动而去从事其

他在留资格活动时，需要申请更改在留资格

（例如留学生在日本就职时）。 

并且，居住日本的外国人在留资格到期后继续

从事同一在留资格活动时，需要更新在留期间

（例如留学生继续学业时）。申请再入国许可

需到管辖地的入国管理局办理，原则上由本人

亲自办理。关于在冈山县内居住的外国人的在

留资格以及出入国手续等详细事宜，请咨询以

下机构。 

■广岛入国管理局  冈山办事处 

    冈山市北区下石井 1-4-1 

    冈山第二合同厅舍 11楼 

电话∶086-234-3531 

受理时间：周一～周五 

9：00～12：00、13：00～16：00 

（节假日、12/29～1/3除外） 
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在 留
ざいりゅう

カード 

在留
ざいりゅう

カードは中長期
ちゅうちょうき

在留者
ざいりゅうしゃ

に対し
たい  

、

上陸
じょうりく

許可
き ょ か

や在留
ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

許可
き ょ か

、在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の更新
こうしん

許可
き ょ か

などの在留
ざいりゅう

に係る
かか  

許可
き ょ か

を伴って
ともな    

交付
こ う ふ

されます。在留
ざいりゅう

カードは、

日本
に ほ ん

での身分
み ぶ ん

を証明
しょうめい

するものとして、

16歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

は、いつでも持
も

っている

義務
ぎ む

があります。 

 

入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

 

http://www.immi-moj.go.jp/ 

法務省
ほうむしょう

 入 国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/ 

 

（1）在 留
ざいりゅう

期間
き か ん

の更新
こうしん

 

在留
ざいりゅう

期間
き か ん

を更新
こうしん

したい場合
ば あ い

は、在留
ざいりゅう

期間
き か ん

が 満了
まんりょう

す る 前
まえ

に 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

（出 張 所
しゅっちょうじょ

）で更新
こうしん

の申請
しんせい

をします。6
 

か月
か げ つ

以上
いじょう

の在留
ざいりゅう

期間
き か ん

を有する
ゆう    

場合
ば あ い

は、

在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の満了
まんりょう

するおおむね 3
  

か月前
  げつまえ

から受け付けて
う  つ   

います。手数料
てすうりょう

4,000円
えん

。 

【必要
ひつよう

書類
しょるい

】
 

 

・在留
ざいりゅう

期間
き か ん

更新
こうしん

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

 

・活動
かつどう

内容
ないよう

ごとに法務
ほ う む

省令
しょうれい

で定める
さだ   

資料
しりょう

 

・パスポート 

・在留
ざいりゅう

カード 

・その他
  た

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを

参照
さんしょう

 

在留卡 

在留卡是发给中长期居住者，与登陆许可、在

留资格变更许可、在留期间更新许可等在留资

格同时发放的。在留卡是在日本的身份证，16

岁以上者有义务随身携带。 

 

 

入国管理局 

 

法务省 入国管理局 

 

 

 

 

(1) 更新在留期间 

延长在留期间时，需要在在留资格到期前到入

国管理局（办事处）申请更新。在留期间为 6

个月以上时，在留资格到期前 3个月左右开始

受理。手续费为 4000日元。 

【所需资料】
 

 

・在留期间更新许可申请书 

・各项活动内容对应的法务省令规定的资料 

・护照 

・在留卡 

・其他参考入国管理局网页 
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（2）在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

 

現在
げんざい

取得
しゅとく

している 在留
ざいりゅう

資格
し か く

の活動
かつどう

を

中止
ちゅうし

して、別
べつ

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

にあてはまる

活動
かつどう

を行おう
おこな    

とする場合
ば あ い

は、在留
ざいりゅう

資格
し か く

変更
へんこう

手続き
て つ づ  

が必要
ひつよう

です。手数料
てすうりょう

4,000円
えん

。 

【必要
ひつよう

書類
しょるい

】
 

 

・在留
ざいりゅう

資格
し か く

変更
へんこう

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

 

・活動
かつどう

内容
ないよう

ごとに法務
ほ う む

省令
しょうれい

で定める
さだ   

資料
しりょう

 

・パスポート 

・在留
ざいりゅう

カード 

・その他
  た

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを

参照
さんしょう

 

 

（3）出 生
しゅっしょう

による在 留
ざいりゅう

資格
し か く

の取得
しゅとく

 

日本
に ほ ん

国内
こくない

で出生
しゅつせい

したとき、出
しゅっ

生後
しょうご

30日
にち

以内
い な い

（但し
た だ し

、60 日
  にち

以内
い な い

に出国
しゅっこく

する場合
ば あ い

は

必要
ひつよう

あ り ま せ ん ） に 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

（出 張 所
しゅっちょうじょ

）で在留
ざいりゅう

資格
し か く

の取得
しゅとく

許可
き ょ か

の

申請
しんせい

をします。 

【必要
ひつよう

書類
しょるい

】 

・在留
ざいりゅう

資格
し か く

取得
しゅとく

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

 

・両親
りょうしん

の在留
ざいりゅう

カード 

・両親
りょうしん

の旅券
りょけん

(パスポート) 

・出 生
しゅっしょう

証明書
しょうめいしょ

、母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

など 

・その他
  た

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを

参照
さんしょう

 

 

 

 

（2）在留资格的变更 

中断现在取得的在留资格活动而从事其它在

留资格活动时，需要在办理在留资格变更手

续。手续费为 4000日元。 

【所需资料】
 

 

・在留资格变更许可申请书 

・各项活动内容对应的法务省令规定的资料 

・护照 

・在留卡 

・其他参考入国管理局网页 

 

 

 

（3）出生时在留资格的获取 

在日本国内出生的孩子，孩子出生后 30 天以

内（60 天以内要出国的孩子不需要）在入国

管理局（办事处）申请取得在留资格。 

【所需资料】
 

 

・在留期间取得许可申请书 

・父母的在留卡 

・父母的护照 

・出生证明书、母子健康手册等 

・其他参考入国管理局网页 
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 (4）永 住
えいじゅう

許可
き ょ か

 

日本
に ほ ん

に永住
えいじゅう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

は、永住
えいじゅう

許可
き ょ か

を受ける
う   

必要
ひつよう

があります。入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

（出 張 所
しゅっちょうじょ

）で永住
えいじゅう

許可
き ょ か

を申請
しんせい

します。

手数料
てすうりょう

は許可
き ょ か

されるとき、8,000円
えん

が

必要
ひつよう

です。詳しく
くわ    

は、入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へ

問い合
と  あ

わせてください。 

【必要
ひつよう

書類
しょるい

】 

・永住
えいじゅう

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

 

・パスポート 

・在留
ざいりゅう

カード 

・身分
み ぶ ん

を証する
しょう   

文書
ぶんしょ

など 

・その他
  た

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

ホームページを

参照
さんしょう

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4）永住许可 

希望在日本永住者需要获得永住许可。在入国

管理局（办事处）申请永住许可。获得许可后

交付手续费 8000日元。详情请咨询入国管理

局。 

【所需资料】
 

 

・永住许可申请书 

・护照 

・在留卡 

・证明身份的文书等 

・其他参考入国管理局网页 
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（5）資格外
しかくがい

活動
かつどう

の許可
きょか

申請
しんせい

 

現在
げんざい

取得
しゅとく

している在留
ざいりゅう

資格
し か く

以外
い が い

の活動
かつどう

で収 入
しゅうにゅう

・報酬
ほうしゅう

がある活動
かつどう

をする場合
ば あ い

は、

原則
げんそく

として就労
しゅうろう

活動
かつどう

を行
おこな

うことはでき

ませんが、入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

から「資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
き ょ か

」を受
う

ければ、次
つぎ

の一定
いってい

の制限
せいげん

範囲内
はんいない

でアルバイトをすることができます。 

 

留 学 生
りゅうがくせい

の資格外
しかくがい

活動
かつどう

 

資格外
しかくがい

活動
かつどう

時間
じ か ん

の制限
せいげん

 

・週
しゅう

28時間
じ か ん

（1日
にち

8時間
じ か ん

）以内
い な い

 

 

資格外
しかくがい

活動
かつどう

場所
ば し ょ

の制限
せいげん

（禁止
き ん し

事項
じ こ う

） 

風俗
ふうぞく

営業
えいぎょう

又
また

は風俗
ふうぞく

関連
かんれん

営業
えいぎょう

が 営
いとな

まれ

ている営業所
えいぎょうしょ

（例
たと

えば、バー、スナック、

パチンコ屋
や

など）でのアルバイトは、で

きません。 

 

資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
き ょ か

申請
しんせい

の手
て

続
つづ

き 

【必要
ひつよう

書類
しょるい

】 

・資格外
しかくがい

活動
かつどう

許可
き ょ か

申請書
しんせいしょ

 

・在留
ざいりゅう

カード 

・パスポート 

詳
くわ

しくは、大学
だいがく

・学校
がっこう

の留学生
りゅうがくせい

担当課
たんとうか

又
また

は下記
か き

に問い合わせて
と  あ    

ください。 

広島
ひろしま

入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

岡山
おかやま

出 張 所
しゅっちょうじょ

 

TEL：086-234-3531 

 

 

（5）申请资格外活动许可 

从事现在所属资格以外的活动获得收入报酬

时，原则上不得进行就劳活动，但向入国管理

局申请获得了“资格外活动许可”时，可在在以

下一定的约束范围内打零工。 

 

 

 

 

留学生的资格外活动 

资格外活动的时间限制 

28小时/周 （8小时/天）以内 

 

资格外活动的场所限制（禁止事项） 

禁止在风俗店或与风俗相关的营业所（如：酒

吧、夜总会、扒金库（带有赌博性质的游戏厅））

打零工。 

 

 

 

 

资格外活动的申请手续 

【所需资料】
 

 

・资格外活动许可申请书 

・在留卡 

・护照 

详情请向大学、学校的留学生负责科或以下机

构咨询。 

 广岛入国管理局 冈山办事处 

 电话：086-234-3531 
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（6）再 入 国
さいにゅうこく

許可
きょか

申請
しんせい

 

再 入 国
さいにゅうこく

許可
きょか

がなく日本
にほん

の国外
こくがい

に出る
で  

と、日本
にほん

に戻る
もど  

時
とき

に改めて
あらた   

「在 留
ざいりゅう

資格
しかく

認定
にんてい

証 明 書
しょうめいしょ

交付
こうふ

申請
しんせい

」をし、「入 国
にゅうこく

査証
さしょう

（ビザ）」をもらわなければなりま

せん。日本
に ほ ん

への再入国
さいにゅうこく

が1
 

年
ねん

以上
いじょう

先
さき

にな

るときは、入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

を

受けて
う    

から出国
しゅっこく

します。手数料
てすうりょう

3,000円
えん

（1回
かい

限
かぎ

り）、もしくは 6,000円
えん

（数次
す う じ

許可
き ょ か

）を支払い
し は ら  

、再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

の証印
しょういん

シ

ールを旅券
りょけん

に貼って
は    

もらいます。再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

の有効
ゆうこう

期限
き げ ん

は、現
げん

に有する
ゆう    

在留
ざいりゅう

期間
き か ん

の範囲内
はんいない

で、5年間
ねんかん

を最長
さいちょう

として決定
けってい

さ

れます。再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

の有効
ゆうこう

期限内
きげんない

に

再入国
さいにゅうこく

しないと在留
ざいりゅう

資格
し か く

が 失
うしな

われる

ことになりますので、注意
ちゅうい

してください。 

みなし再
     さい

入 国
にゅうこく

許可
き ょ か

 

有効
ゆうこう

なﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと在留
ざいりゅう

ｶｰﾄﾞを持って
も    

いる

人
ひと

が、日本
に ほ ん

を出国
しゅっこく

して１年
  ねん

以内
い な い

（在留
ざいりゅう

期限
き げ ん

が 出国
しゅっこく

の日
ひ

から 1年
ねん

以内
い な い

にくる

場合
ば あ い

は在留
ざいりゅう

期限
き げ ん

まで）に再入国
さいにゅうこく

する

場合
ば あ い

は、再入国
さいにゅうこく

許可
き ょ か

は不要
ふ よ う

です。 

出国
しゅっこく

後
ご

、みなし再
さい

入国
にゅうこく

許可
き ょ か

の有効
ゆうこう

期限内
きげんない

に再入国
さいにゅうこく

しないと在留
ざいりゅう

資格
し か く

が

失われる
うしな      

ことになりますので、注意
ちゅうい

して

ください。出国
しゅっこく

する際
さい

に、必ず
かなら  

、旅券
りょけん

お

よび在留
ざいりゅう

カードを提示
て い じ

してください。 

(6) 申请再入国许可 

没有申请再入国许可而离开日本，再次返回日

本时，需要重新提交“在留资格认定证明书交

付申请”，获得“入国签证”。返回日本的时间为

一年以上时，可在入国管理局申请再入国许

可，交手续费（单次 3000 日元，多次 6000

日元），再入国许可的认印贴纸将被贴在护照

上。再入国许可的有效期限，现有在留期间最

长为 5年。在再入国许可的有效期内不返回日

本的话，将失去在留资格，请留意。 

 

 

 

 

 

 

视同再入国许可 

有效护照及在留卡持有者，离开日本后 1年以

内（在留期限是指从出国日起 1年以内返回日

本的）再入国时，不需要再入国许可。 

请注意,出国后，在视同再入国许可的在留期

限内不能返回日本的话，将失去在留资格。出

国时一定要把护照、在留卡一起提示给入国审

查官。
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(7) 住居地
じゅうきょち

以外
い が い

の変更
へんこう

登録
とうろく

申請
しんせい

 

住居地
じゅうきょち

以外
い が い

の変更
へんこう

があるときは、入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に届出て
とどけで  

変更
へんこう

してもらいます。

氏名
し め い

、生年
せいねん

月日
が っ ぴ

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

・地域
ち い き

の変更
へんこう

は 14 日
にち

以内
い な い

に 入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

の窓口
まどぐち

で

行います
おこな      

。 

 

(8)紛失
ふんしつ

と再交付
さいこうふ

 

在留
ざいりゅう

カードを紛失
ふんしつ

したり、盗難
とうなん

にあった

り、汚して
よご   

しまった場合
ば あ い

には、警察
けいさつ

に

紛失届
ふんしつとどけ

等
など

を提出
ていしゅつ

し、受理
じ ゅ り

証明書
しょうめいしょ

をもら

い、その事実
じ じ つ

を知った
し   

日
ひ

（海外
かいがい

で知った
し   

と

きは再入国
さいにゅうこく

の日
ひ

）から 14日
にち

以内
い な い

に入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

で再交付
さいこうふ

の申請
しんせい

をし、新しい
あたら   

在留
ざいりゅう

カードをもらいます。その他
  た

、在留
ざいりゅう

カー

ドの写真
しゃしん

を変更
へんこう

したい場合
ば あ い

など、在留
ざいりゅう

カ

ードの交換
こうかん

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

にも再
さい

交付
こ う ふ

申請
しんせい

をすることができます。 

 

(9)在 留
ざいりゅう

カードの返納
へんのう

 

死亡
し ぼ う

したときは、死亡
し ぼ う

の日
ひ

から 14日
にち

以内
い な い

に本人
ほんにん

の親族
しんぞく

または同居人
どうきょにん

が在留
ざいりゅう

カー

ドを最寄り
も よ  

の入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

に返納
へんのう

します。

日本
に ほ ん

を出国
しゅっこく

し、再入国
さいにゅうこく

しないときは、

出国
しゅっこく

の際
さい

に空港
くうこう

･ 港
みなと

の入国
にゅうこく

審査官
しんさかん

に渡
わた

してください。 

(7) 居住地以外事项变动时的登记申请 

居住地以外的事项发生变动时，需告知入国管

理局进行更改。姓名、出生日期、性别、国籍、

地域的变动应在 14 日以内到入国管理局窗口

办理。 

 

 

 

 

(8) 遗失与补办 

在留卡遗失、被盗或者弄脏时，应向警察局提

交遗失报告，取得受理证明书，并在得知事实

日（在海外得知时再入国之日）的 14 日之内

向入国管理局提交补办申请，获得新的在留

卡。另外，想要更改在留卡照片等理由更换在

留卡时也可以申请补办。 

 

 

 

 

 

 

 
 (9) 在留卡的返还 

持卡人死亡时，持卡人的亲属或同住人应在

14 日以内将在留卡返还至附近的入国管理

局。离开日本并且不打算返回时，在出国时交

给机场、港口的入国审查官。 


